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令和４年福島県沖を震源とする地震に係る 

被災者生活再建支援法の適用について 

 

１ 対象区域 

山元町 

 

２ 山元町の住家被害状況（令和４年４月８日正午時点） 

住家被害 適用基準 

（支援法施行令） 全壊 半壊 床上浸水 

５世帯 ９世帯 － 第１条第５号※ 

 ※隣接地である福島県新地町において全壊１０世帯以上の住宅被害が確認されたことから被災 

者生活再建支援法施行令第１条第２号と同等の被害が生じたことにより，被災者生活再建支援 

法施行令第１条第５号の適用基準を満たしたものと判断した。 

 

３ 法に基づく支援の概要 （※世帯人数が１人の場合は，各該当欄の金額の３／４の額） 

  
基礎支援金 加算支援金 

計 
（住宅の被害程度） （住宅の再建方法） 

①全壊 

(損害割合 50%以上) 
100 万円 

建設・購入 200 万円 300 万円 

②解体 補修 100 万円 200 万円 

③長期避難 賃借（公営住宅を除く） 50 万円 150 万円 

④大規模半壊 

(損害割合 40％台) 
50 万円 

建設・購入 200 万円 250 万円 

補修 100 万円 150 万円 

賃借（公営住宅を除く） 50 万円 100 万円 

⑤中規模半壊 

(損害割合 30％台) 
- 

建設・購入 100 万円 100 万円 

補修 50 万円 50 万円 

賃借（公営住宅を除く） 25 万円 25 万円 

 

４ 適用の年月日 

令和４年４月１１日（月） 


